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東海第二発電所の審査の経緯

2018年 9月26日※1 日本原子力発電株式会社東海第二発電所原子炉施設原子炉設置変更許可※2

2021年 4月21日 設置許可基準規則解釈※3の一部改正を施行

2021年 4月26日 原子力規制委員会から各事業者へ指示文書を発出

2021年 6月25日 日本原子力発電株式会社から原子炉設置変更許可申請書を受理

2021年 7月30日～ 計9回の審査会合※5を実施

2023年 6月23日、

10月20日 日本原子力発電株式会社から原子炉設置変更許可申請書の補正を受理

①上記の「震源を特定せず策定する地震動※4」の策定に当たっては、「全国共通に考慮すべき
地震動」及び「地域性を考慮する地震動」の２種類を検討対象とすること。

②上記の「全国共通に考慮すべき地震動」の策定に当たっては、震源近傍における観測記録を
基に得られた次の知見をすべて用いること。

・２００４年北海道留萌支庁南部の地震において、防災科学技術研究所が運用する全国強震観測網
の港町観測点における観測記録から推定した基盤地震動

・震源近傍の多数の地震動記録に基づいて策定した地震基盤相当面（地震基盤からの地盤増幅率が
小さく地震動としては地震基盤面と同等とみなすことができる地盤の解放面で、せん断波速度
Ｖｓ＝２２００ｍ／ｓ以上の地層をいう。）における標準的な応答スペクトル
（以下「標準応答スペクトル」という。）として次の図に示すもの

※1 新規制基準適合性審査による東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可。
※2 直近の許可は2023年1月25日（有毒ガスの発生に対する防護方針）であるが、基準地震動による評価を伴う直近の許可は、2021年12月22日（特定重大事故等対処施設等の

設置）である。
※3 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193号(平成25年6月19 日原子力規制委員会決定)）
※4 震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を基に、各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた

応答スペクトルを設定して策定した地震動をいう。
※5 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合のうち、2021年7月30日(第994回)、同年12月17日(第1020回) 、2022年6月10日(第1053回)、同年10月7日(第1080回)、同年

12月2日(第1097回)、2023年4月7日(第1134回) 、同年9月7日(第1183回) 、同年9月22日(第1186回) 、同年10月13日(第1197回)の計9回。
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標準応答スペクトルを考慮した地震動評価（概要）

＜審査結果の概要＞
• 標準応答スペクトルに適合する模擬地

震波の作成にあたり、位相特性につい
ては、一様乱数の位相を有する正弦波
の重ね合わせによる位相を用いる方法
及び実観測記録の位相を用いる方法の
複数の方法を検討。

• その結果、両者の応答スペクトルに差
異はないものの、強震動領域の継続時
間の長い方が施設への影響が大きくな
ることから、一様乱数を用いる方法に
よる模擬地震波を採用していることを
確認。

表 東海第二発電所における標準応答スペクトルを考慮した地震動評価

標準応答スペクトルを考慮した地震動
評価の手順

東海第二発電所

地震基盤相当面（Vs≧2,200m/s）の設定 Vs=2,200m/sの層上面（EL.-679m）に設定

地震基盤相当面における標準応答スペクトルに基
づく模擬地震波の作成（複数の手法により検討）

地震基盤相当面における標準応答スペクトルに基
づく模擬地震波の作成（一様乱数を用いる方法）

地盤構造モデルを設定 標準応答スペクトル用地盤モデル※を新たに設定

解放基盤表面における地震動の算出 解放基盤表面（EL.-370m）における地震動の算出

既許可申請書の基準地震動と比較、上回る場合基
準地震動の変更（追加）

既許可申請書の基準地震動Ss-D1と比較した結果、
一部周期帯で上回るため、基準地震動Ss-32を策定

地震波の伝播特性の反映

▼ 解放基盤表面

▼ 地震基盤相当面

※本地盤構造モデルは、大深度ボーリング孔か
ら得られたＰＳ検層結果、地震の観測記録等に
より、速度構造等を設定。

図 標準応答スペクトル用地盤モデル

(出典：第1197回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2023年10月13日）から抜粋
<https://www2.nra.go.jp/data/000453399.pdf>)

＜審査書案Ｐ. ７～９＞
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標準応答スペクトルを考慮した地震動評価（評価に用いる地盤モデルの設定）

・評価対象となる地震動に応じた地盤モデルを設定。

【標準応答スペクトルに基づく地震動評価】
速度構造及び密度については、既許可申請書における解放基盤表面であるEL.-370m（Ｓ波速度790m/s）からEL.-
679m（Ｓ波速度2,200m/s）までは、標高依存式に基づき設定し、EL.-679m（Ｓ波速度2,200m/s）以深は大深度ボーリン
グ調査結果を含めた地下構造調査結果から設定。
減衰定数については、佐藤他（2006）等による下限の存在に関する知見を踏まえ、大深度地震計（EL.-992m）の地震
観測記録を用いた伝達関数の逆解析結果から設定。

【留萌波の地震動評価】
既許可申請書において、「標準応答スペクトル用地盤構造モデル」とは異なり、地震基盤相当面を含まない同一の層
区分（新第三系）内で地盤構造モデルを設定。
速度構造、密度及び減衰定数については、港町観測点の基盤相当面（Ｓ波速度938m/s、EL.-655m）から解放基盤表
面（Ｓ波速度790m/s、EL.-370m）までの地震波の伝播特性に着目して設定していることから、変更不要。

(出典：第1197回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2023年10月13日）から抜粋 <https://www2.nra.go.jp/data/000453399.pdf>)

表 地震動評価とその評価に用いる地盤モデルの関係

＜審査書案Ｐ. ７～９＞

評価対象 評価に用いる地盤増幅特性の検討範囲 評価に用いる地盤モデル

標準応答スペクトルに基づく地震動評価 先新第三系～新第三系 標準応答スペクトル用地盤モデル
（本モデルを用いて断層モデル法による地
震動評価結果を検証した場合でも、既許可
申請の評価に影響がないことを確認）

断層モデル手法による地震動評価のうち統
計的グリーン関数法を用いた地震動評価

留萌波の地震動評価 新第三系内 留萌用地盤モデル



基準地震動
最大加速度（cm/s2）

NS方向 EW方向 UD方向

Sｓ-D１ 応答スペクトル手法による基準地震動

Sｓ-１１
F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断
層による地震
（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点1）

Sｓ-１２
F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断
層による地震
（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点2）

Sｓ-１３
F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断
層による地震
（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点3）

Sｓ-１４
F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断
層による地震
（断層傾斜角の不確かさ，破壊開始点2）

Sｓ-２１
2011年東北地方太平洋沖型地震
（短周期レベルの不確かさ）

Sｓ-２２
2011年東北地方太平洋沖型地震
（SMGA位置と短周期レベルの不確かさの
重畳）
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基準地震動
最大加速度（cm/s2）

NS方向 EW方向 UD方向

Sｓ-３１
2004年北海道留萌支庁南部地震の検討結
果に保守性を考慮した地震動

Sｓ-３２
標準応答スペクトルに基づき策定した地震
動

610 280

まとめ資料　基準地震動Ｓs－３２の時刻歴波形_水平(Acc G6 Horizontal EL-370m EF/E H27M7.0Xeq10.0_89051)
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まとめ資料　基準地震動Ｓs－３２の時刻歴波形_鉛直(Acc G6 Vertical EL-370m EF/E V11M7.0Xeq10.0_91139)
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4

基準地震動（第４条）＜基準地震動の変更＞

表 東海第二発電所の基準地震動及び最大加速度

追加した
基準地震動

(出典：第1197回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2023年10月13日）から抜粋 <https://www2.nra.go.jp/data/000453399.pdf>)

＜審査書案Ｐ. ９＞
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基準地震動（第４条）＜基準地震動の変更＞

＜審査結果の概要＞
• 標準応答スペクトルに基づく地震動評価結果が一部周期帯でSs-D1を上回るため、基準地震動Ss-32として策定していることを確認。

図 基準地震動Ss-D1と標準応答スペクトルの比較

NS EW UD

(出典：第1197回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2023年10月13日）を一部修正 <https://www2.nra.go.jp/data/000453399.pdf>)
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Ｓｓ－D１ 応答スペクトル手法による基準地震動
Ｓｓ－１１ ～Ｓｓ－３１ （７波）
Ｓｓ－３２ 標準応答スペクトルに基づき策定した地震動

＜審査書案Ｐ. ９＞



新基準許可日以降に公表された知見の反映について
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【房総半島沖の巨大地震に関する知見について（第５条関係）】

＜新知見の概要＞
• 国立研究開発法人産業技術総合研究所（2021）等によれば、千葉県九十九里浜地域における津波堆積物調査から、歴史記録にない津波の痕跡が確認

されたとしている。
• 津波堆積物は二層の砂層で、うち一方は約1,000年前（西暦800～1,300年）に堆積しており、未知の津波によるとされている。
• 国立研究開発法人産業技術総合研究所（2021）では、この堆積物の分布を再現する津波シミュレーションによりM8クラスの地震が房総半島沖で発生

したことが明らかになり、房総半島沖に沈むフィリピン海プレートと太平洋プレートの境界も津波の波源として注意が必要とされている。
• また、津波堆積物位置までの浸水域を再現する茨城県沖から房総沖の波源モデルが設定されるとともに、当該波源モデルによる評価結果（津波高

さ）として、敷地前面海岸において約T.P.＋6mが示されている。

＜審査結果の概要＞
・既許可申請書では、より規模の大きいプレート間地震によるMw8.7の特性化波源モデル（茨城県沖から房総沖に想定する津波）を設定しており、そ
の評価結果は、防潮堤前面においてT.P.＋17.1mであり、国立研究開発法人産業技術総合研究所等による知見を踏まえた津波高さを上回ることから、
既許可申請書における津波評価に影響がないことを確認。

(出典：第1197回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2023年10月13日）から抜粋 <https://www2.nra.go.jp/data/000453400.pdf>)

＜審査書案Ｐ. １７～１８＞

東海第二発電所

• 大すべりの位置：Ａ－３
• 破壊開始点の位置：⑥
• 破壊伝播速度：3.0km/s
• 立ち上がり時間：30秒

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
※青線は海溝軸

超大すべり域

大すべり域

背景領域

破壊開始点

東海第二発電所

シミュレーションによる海岸線沿いの津波高さ
Pilarczyk et al.（2021）に一部加筆

蓮沼：T.P.+約1. 5m～3.0ｍ
津波堆積物（砂Ｂ）はG.L.-0.5～
1.0m程度に分布

一宮：T.P.+約1.6m
津波堆積物（砂Ｂ）は
G.L.-0.5ｍ程度に分布

浸水分布と津波堆積物調査位置
Pilarczyk et al.（2021）に一部加筆

T.P.+約6m

Model 10 = A, Model 11 = A+B
一様すべり, 平均すべり量10m

東海第二発電所津波評価の波源との比較

A

B

（当社）

（Pilarczyk et al. （2021）に一部加筆）
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新基準許可日以降に公表された知見の反映について

【日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の対策について（第５条関係）】

＜新知見の概要＞
• 内閣府（2020）及び内閣府（2022）では、

千島海溝から日本海溝の北部の領域におい
て、過去6千年間の津波堆積物から想定され
るMw9クラスの津波断層モデルを想定し、津
波高さ、浸水地域の推計を行っており、敷
地周辺の津波高さを約5mとしている。

＜審査結果の概要＞
・既許可申請書では、プレート間地震を踏まえ
た茨城県沖から房総沖に想定する津波による
最大津波高さを防潮堤前面においてT.P.＋
17.1mとしており、これらの知見による敷地
周辺の津波高さ約5mを上回ることから、既許
可申請書における津波評価に影響がないこと
を確認。

(出典：第1197回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2023年10月13日）から抜粋 <https://www2.nra.go.jp/data/000453400.pdf>)

＜審査書案Ｐ. １８＞
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新基準許可日以降に公表された知見の反映について

＜審査結果の概要＞
・「日本の火山（第3版）」データベースの更新内容に基づく火山の影響に対する設計方針の評価については、火山ガイドを踏まえた個別評価及び影響評価

が適切に実施されていることを確認。
・想定する降下火砕物については、既許可で評価した赤城鹿沼テフラ（層厚50cm, 密度1.5g/cm3）を変更する必要がないことを確認。

【「日本の火山（第3版）」データベースについて（第６条関係）】

＜新知見の概要＞
• 中野ほか（2013）による「日本の火山（第3版）」データベースが更新され、既許可申請書における地理的領域内にある第四紀火山及び施設

に影響を及ぼし得る火山に関する変更がなされた。

(出典：第1197回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2023年10月13日）から抜粋 <https://www2.nra.go.jp/data/000453400.pdf>)

＜審査書案Ｐ. １８～２０＞
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基準地震動の追加に伴う耐震設計方針等

＜審査結果の概要＞
① 基準地震動の追加に伴い、第４条及び第３９条（地震による損傷の防止）の耐震設計方針については、下記の事項を確認

• 第４条の弾性設計用地震動の設定方針については、既許可申請書で示した地震動設定の条件を用いて適切に設定する方針であること
• 上記以外の耐震設計方針については、既許可申請書の内容から変更する必要がないこと

② なお、関連する下記の項目については、既許可申請書の内容から変更する必要がないことを確認
• 火災による損傷の防止（第８条関係）
• 溢水による損傷の防止（第９条関係）
• 火災による損傷の防止（第４１条関係）
• 特定重大事故等対処施設（第４２条関係）
• 重大事故等対処設備（第４３条関係）
• 電源設備（第５７条関係）
• 緊急時対策所（第６１条関係）

また、重大事故等対処に係る技術的能力については、手順に変更はなく、既許可申請書の内容から変更する必要がないことを確認

＜参考＞令和５年９月７日第１１８３回審査会合資料の抜粋
• 追加するSs-32は、鉛直方向において既許可Ssに包絡されており、水平方向においては、既許可Ssを上回っている周期帯があるものの、周期約１

～２秒（以下「超過周期」という。）において超過している割合は25％未満（以下「最大超過率」という。）である。既許可施設の大部分は、短周期側
に固有周期を有しておりSs-32の超過周期から外れていること、一部の長周期側に固有周期を有する施設については、現時点での耐震評価結果
からSs-32に対する耐震性を確認している若しくは既許可Ssの設計裕度と最大超過率の関係から耐震性を確認しており、設計及び工事計画への
見通しを得ている。

• Ss-32に対する設計及び工事計画への見通しが得られていることから、設計及び工事計画認可申請においては、認可実績のある評価手法を採用
し、設置変更許可申請書の設計方針に基づいた申請を行う。なお、必要に応じて支持構造物の追設等の耐震工事等を実施する。

(出典：第1183回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2023年9月7日）より抜粋 <https://www2.nra.go.jp/data/000447423.pdf>)

注：
弾性設計用地震動は、許可基準規則解釈において、基準地震動との応答スペクトルの比率の値が、目安として
0.5を下回らないような値で、工学的判断に基づいて設定することとしており、「基準地震動及び耐震設計方針に係
る審査ガイド」で引用している「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成18年9月19日原子力安全委
員会決定）」では、施設、もしくはその構成単位ごとに安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率♯を考慮
などとしている。

♯ 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の改訂についての技術的解説の作成と今後の
研究課題等の調査（平成18年度報告書）」に添付されている分科会資料（震分第３０－４号）で、安
全機能限界と弾性限界に対応する入力荷重の比率は0.5程度（右図参照）とされている。

＜審査書案Ｐ. ４、１０＞
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